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各水準について各水準について
令和６（２０２４）年４⽉、新しい医師の働き⽅のルールが始まります
■⻑時間勤務の中でも勤務医の健康を守るためのルール
→ 医師への面接指導（時間外・休日労働が月100時間以上）、勤務間インターバル 等

■地域医療を守るための医師の労働時間の特別ルール
→ やむを得ず⾼い上限機関を適⽤する医療機関を都道府県知事が指定する制度（B水準／連携B水準／C-1水準／C-2水準）

※指定を受けた場合でも、医療機関の医師全員が、B／連携B／C水準となるわけではありません。
指定される事由となった業務やプロララム等に従事する医師にのみ適用されます

出典︓厚⽣労働省 いきいき働く医療機関サポートWeb 医師の働き⽅改⾰〜患者さんと医師の未来のために〜
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